
 

 

 

 

原規規発第 2305296 号 

令 和 ５ 年 ５ 月 29 日 

 

関西電力株式会社 

 執行役社長 森 望 殿 

                      原子力規制委員会 

 

 

原子力規制検査の結果に基づく総合的な評定の通知について 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第

６１条の２の２第７項の規定に基づく総合的な評定について、同条第９項の規定に基づき、

別紙のとおり結果を通知します。 

 

 



 

 
 

別紙 

関西電力株式会社美浜発電所１号機、２号機 

令和４年度 原子力規制検査の総合的な評定について 

 

令和４年度に原子力規制委員会が関西電力株式会社美浜発電所１号機、２号機におい

て実施した原子力規制検査の結果に関して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律第 61 条の２の２第７項に基づく総合的な評定は以下のとおりである。 

なお、当該施設に対しては、平成 29 年４月に廃止措置計画が認可されている。 

 

１．令和４年度 原子力規制検査等の結果 

原子力規制委員会は、令和４年度において事業者の安全活動に関して基本検査を実

施した。その結果は以下のとおりである。 

 

（１）原子力規制検査の結果 

基本検査を実施し、検査指摘事項等は確認されなかった。 

 

（２）安全実績指標の結果 

安全実績指標について、評価対象となった項目は年間を通じて「緑」の状態であ

った。 

 

（３）その他事項 

なし 

 

２．総合的な評定 

令和４年度においては、検査指摘事項等が確認されず、安全実績指標は年間を通じ

て「緑」であった。 

また、各監視領域での活動目的の達成に向けた改善活動には、特段の問題は確認さ

れなかった。 

対応区分は年間を通じて第１区分であり、各監視領域における活動目的を満足して

おり、パフォーマンスの劣化が生じても自律的な改善が見込める状態であると評価す

る。 

したがって、対応区分は第１区分とする。 

 

３．次年度以降の検査計画 

令和５年度の原子力規制検査は、基本検査を行うこととする。 

検査計画については、以下の原子力規制委員会ホームページを参照。 

 

○検査計画一覧

https://www2.nra.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/joukyou/plan_ichiran.html
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別紙 

関西電力株式会社美浜発電所３号機 

令和４年度 原子力規制検査の総合的な評定について 

 

令和４年度に原子力規制委員会が関西電力株式会社美浜発電所３号機において実施し

た原子力規制検査の結果に関して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第 61条の２の２第７項に基づく総合的な評定は以下のとおりである。 

 

１．令和４年度 原子力規制検査等の結果 

原子力規制委員会は、令和４年度において事業者の安全活動に関して基本検査を実

施した。その結果は以下のとおりである。 

 

（１）原子力規制検査の結果 

基本検査を実施し、以下の検査指摘事項５件が確認された。 

 

○美浜発電所３号機 工事計画に従った評価・施工の不備による補助給水機能に

対する不十分な火災防護対策（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第１四半期】 

令和３年 10 月 18 日から実施した関西電力株式会社美浜発電所３号機に対す

る第３四半期火災防護（３年）チーム検査の際に、原子力検査官が、電動補助給

水ポンプエリアにおいて、補助給水機能に係る一部の設備に対する火災防護が不

十分であることを確認した。 

タービン動補助給水ポンプの現地盤並びにＡ系及びＢ系の電動補助給水ポン

プの起動盤（以下「制御盤」という。）は、これらの制御盤に火災が発生した場合

には補助給水ポンプを運転制御できない場合があるにもかかわらず、そのことが

評価されずに約0.6ｍの間隔で横並び一列に設置された制御盤の内部に火災感知

設備及び自動消火設備が設置されていない。 

また、Ｂ系電動補助給水ポンプの動力ケーブルを収納している電線管が、Ａ系

電動補助給水ポンプの電動機の約 1.4ｍ上部を通過しており、Ａ系電動機の火災

時にＢ系電線管内の動力ケーブルを焼損する可能性があるが、当該電線管は１時

間耐火シート等で被覆されておらずＡ系及びＢ系との系統分離は認められなか

った。 

 

○美浜発電所３号機 不十分な調達管理によるＡ封水注入フィルタ蓋フランジ部

からの漏えい（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第２四半期】 

令和４年８月１日、第 26 回定期検査中の美浜発電所３号機において、１次冷

却材系統漏えい検査準備のため、１次冷却材系統を昇圧した際、「封水注入流量

低」警報が発信した。このため、運転員が現場を確認したところ、原子炉補助建

屋の封水注入フィルタ室付近に水溜りが確認され、さらに関連パラメータの確認

により、原子炉補助建屋サンプの水位上昇が確認された。（漏えい量は約 7.5m3、

約 2.2×106Bq と推定） 

事業者による調査の結果、Ａ封水注入フィルタ蓋フランジのボルトが工事計画

書記載の規定トルク値で締め付けられていなかったことから、締付不足により漏
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えいが発生したものと判明した。 

 

○美浜発電所３号機 不十分な作業管理によるＡアキュムレータ逃し弁の誤動作

（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第２四半期】 

令和４年８月 21日、第 26 回定期検査中の美浜発電所３号機において、１次

冷却材系統の昇温・昇圧時に、「Ａアキュムレータ圧力低」警報が発信した。事

業者は、Ａアキュムレータ圧力が保安規定に定める制限値 4.04MPa 以下に低下

していることを確認したことから、保安規定の運転上の制限（第 51 条：アキュ

ムレータ、第 85条：重大事故等対処設備）を満足していないと判断した。 

事業者による調査の結果、第 26 回定期検査時の当該逃し弁近傍での足場組

立・解体作業において、アキュムレータ逃し弁ボンネット部に何らかの衝撃が

加わった可能性があり、その衝撃により弁シート部の当たり面に変化が生じ、

設定圧力より低い値で当該弁が誤動作し、アキュムレータ内の圧力が低下した

と推定した。 

○美浜発電所３号機 重大事故等対策における成立性の確認訓練の不適切な実施

（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第４四半期】 

令和４年 12 月９日、美浜発電所３号機の重大事故等発生時に係る成立性の確

認訓練（技術的能力の成立性確認）「海水を用いた復水タンクへの補給」におい

て、訓練対象者以外の者が接続治具取付けに関する助言を行っていたこと及び

事業者の成立性の確認訓練における手順の一部である復水タンク海水補給弁下

流フランジへのホース接続が実施されていないことを原子力検査官が確認し

た。 

 

○美浜発電所３号機 可搬型重大事故等対処設備（屋外の車両型設備）の離隔距

離の不備（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第４四半期】 

  令和４年 12月 21 日、美浜発電所３号機において、原子力検査官がプラント

ウォークダウン中に No.１電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）と No.１可搬

式代替低圧注水ポンプとの離隔距離が不足しており、新規制基準適合に係る工

事計画認可申請書の添付資料「添付 13 耐震性に関する説明書」の「別添３ 

可搬型重大事故等対処設備の耐震性に関する説明書」を満足していないことを

確認した。 

 

（２）安全実績指標の結果 

安全実績指標について、評価対象となった項目は年間を通じて「緑」の状態であ

った。 

 

（３）その他事項 

以下の事象については、検査を継続中である。 

○美浜発電所３号機 系統分離対策が必要な火災防護対象ケーブルの不十分な火

災防護対策 
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２．総合的な評定 

令和４年度においては、検査指摘事項５件が確認されたが、重要度「緑」であり、

安全実績指標は年間を通じて「緑」であった。 

また、各監視領域での活動目的の達成に向けた改善活動には、検査指摘事項の是正

活動も含めて、特段の問題は確認されなかった。 

対応区分は年間を通じて第１区分であり、各監視領域における活動目的は満足して

おり、パフォーマンスの劣化が生じても自律的な改善が見込める状態であると評価す

る。したがって、対応区分は第１区分とする。 

 

３．次年度以降の検査計画 

令和５年度の原子力規制検査は、基本検査を行うこととする。 

なお、美浜発電所３号機については、令和４年度に５件の検査指摘事項が確認され

た。これらの中で、調達管理、設計管理及び新規制基準対応に関係する検査指摘事項

が確認されていることから、令和５年度の原子力規制検査において、これらの点に留

意して検査を行っていく。 

検査計画については、以下の原子力規制委員会ホームページを参照。 

 

○検査計画一覧

https://www2.nra.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/joukyou/plan_ichiran.html

3


